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オープンデータ

オープンデータとは︖
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Wikipedia
Wikimedia Commons
Open Street Map
etc …

オープン(ガバメント)データ



なぜオープンデータに取組むのか︖
① 透明性・信頼性の向上

公共データが⼆次利⽤可能な形で提供されることにより、国⺠が⾃ら⼜は⺠間のサービスを通
じて、政府の政策等に関して⼗分な分析、判断を⾏うことが可能になる。それにより、⾏政の透
明性が⾼まり、⾏政への国⺠からの信頼を⾼めることができる。

② 国⺠参加・官⺠協働推進
広範な主体による公共データの活⽤が進展し、官⺠の情報共有が図られることにより、官⺠の
協働による公共サービスの提供、さらには⾏政が提供した情報による⺠間サービスの創出が促
進される。これにより、創意⼯夫を活かした多様な公共サービスが迅速かつ効率的に提供され、
厳しい財政状況、諸活動におけるニーズや価値観の多様化、情報通信技術の⾼度化等我が
国を取り巻く諸状況にも適切に対応することができる。

③ 経済活性化・⾏政効率化
公共データを⼆次利⽤可能な形で提供することにより、市場における編集、加⼯、分析等の各
段階を通じて、様々な新ビジネスの創出や企業活動の効率化等が促され、我が国全体の経
済活性化が図られる。また、国や地⽅公共団体においても、政策決定等において公共データを
⽤いて分析等を⾏うことで、業務の効率化、⾼度化が図られる。
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電⼦⾏政オープンデータ推進のためのロードマップ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20130614/siryou3.pdf



オープンガバメントを促進するオープンデータ
• 2003年 EU「公的機関の情報の再利⽤に関する指令」(PSI指令)
• 2008年 OECD勧告「公的機関の情報への有効なアクセス及び

利⽤拡⼤に関する理事会勧告」
• 2009年 オバマ⼤統領によるオープンガバメントに関する覚書

Recovery.gov、Data.gov開設
• 2010年 Code for America設⽴
• 2013年6⽉ G8サミットでオープンデータ憲章に合意

• 2013年6⽉ 「世界最先端ＩＴ国家創造宣」閣議決定
「電⼦⾏政オープンデータ推進のためのロードマップ」
「⼆次利⽤の促進のための府省のデータ公開に関する
基本的考え⽅（ガイドライン）」

• 2013年11⽉ Code for Japan設⽴
• 2013年12⽉ data.go.jp 試⾏版開設
• 2014年10⽉ data.go.jp 正式運⽤開始

6福岡市オープンデータの取組ガイドライン
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/38585/1/opendataguide.pdf



オープンデータランキング（Open Knowledge）
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http://index.okfn.org/



オープンデータの定義
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• 利⽤できる、そしてアクセスできる
データ全体を丸ごと使えないといけないし、再作成に必要以上のコストがかかってはいけない。望ましいのは、インター
ネット経由でダウンロードできるようにすることだ。また、データは使いやすく変更可能な形式で存在しなければならない。

• 再利⽤と再配布ができる
データを提供するにあたって、再利⽤や再配布を許可しなければならない。また、他のデータセットと組み合わせて使うこ
とも許可しなければならない。

• 誰でも使える
誰もが利⽤、再利⽤、再配布をできなければならない。データの使い道、⼈種、所属団体などによる差別をしてはいけ
ない。たとえば「⾮営利⽬的での利⽤に限る」などという制限をすると商⽤での利⽤を制限してしまうし「教育⽬的での
利⽤に限る」などの制限も許されない。

OPEN DATA HANDBOOK
http://opendatahandbook.org/guide/ja/what‐is‐open‐data/

The Open Definition
http://opendefinition.org/

“Open data and content can be freely used, modified, and shared by anyone for any purpose”

オープンなデータ、オープンなコンテンツとは、誰もがいかなる目的においても、
自由に利用し修正し、そして再配布できることである。



オープンデータ5つ星
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http://5stardata.info/ja/

⼈から⾒た使いやすさ

コンピュータから⾒た使いやすさ



オープンデータのライセンス
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各国の代表的なオープンデータライセンス
• パブリックドメイン、CC0

アメリカ、オランダ

• 独⾃ライセンス
イギリス、フランス、イタリア、ノルウェー、⽇本の中央省庁

• クリエイティブ・コモンズ
オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、⽇本の地⽅⾃治体
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※大きく３つに分類される。
国によっては採用しているライセンスが複数ある場合もある。
日本も中央省庁、地方自治体もCCBYもあれば政府標準利用規約のデータもある。

「オープンデータガイド第２版」
http://www.vled.or.jp/news/1507/150730_001192.php



クリエイティブ・コモンズ

表示：作品のクレジットを表示すること

改変禁止：元の作品を改変しないこと

非営利：営利目的での利用をしないこと

継承：元の作品と同じ組み合わせの
CCライセンスで公開すること

http://creativecommons.jp/



アメリカ
• 基本的に政府が作成した著作物はパブリックドメイン
• 連邦政府の職員以外の著作物（委託先の企業が製作、公務員でない
政府関係者のスピーチなど）はCC BY

http://www.whitehouse.gov/copyright



イギリス
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http://data.gov.uk/terms‐and‐conditions



Open Government License
(CC BY互換の独⾃ライセンス)

国籍や目的を問わず誰もが以下の行為を行うことができる
– 情報の複製、発行、配布、翻案
– 情報の商業的利用（例：他の情報と組み合わせる、あるいは自分自身の製品やアプ
リケーションに埋め込んで利用することなど）

ただし利用者は、以下の条件に従う必要がある
– 情報提供者が誰であるかの出典を明示し、可能な場合には本ライセンスへのリンク
を表示すること

– 情報利用者が公式の主体であるふり、あるいは利用者およびその情報の利用行為が
情報提供者の公式な委任・承認を受けているようなふりをしないこと

– 情報の内容やその出典を第三者に誤解させたり、誤って伝えたりしないこと
– 1998年データ保護法および2003年プライバシー・電子コミュニケーション規則に反
する利用を行わないこと

※互換性のない独自ライセンスはすでにCCライセンスを採用しているデータと組み合わ
せて利用する時に問題が発生するが、イギリスのOpen Government Licenseでは、著作
権はCC BYと互換、データベースの権利についてはOpen Data Commons Attribution 
Licenseと相互互換性を有しているので、それらが適用された著作物・データベースと組
み合わせて利用することが可能であるとしている。フランスも独自ライセンス。



クリエイティブ・コモンズを適⽤している国⼀覧

http://wiki.creativecommons.org/Government_use_of_Creative_Commons



ニュージーランド

https://data.govt.nz/terms‐of‐use/



⽇本のオープンデータライセンス

18http://www.data.go.jp/



利⽤規約

http://www.data.go.jp/terms‐of‐use/terms‐of‐use/
※CC互換︖ 政府標準利⽤規約の以下の記載は曖昧なため、CCとの互換性に問題があるかもしれない
３） 禁⽌している利⽤について
ア 該当コンテンツに関し、以下のように利⽤することは禁⽌します。

（ア）法令、条例⼜は公序良俗に反する利⽤
（イ）国家・国⺠の安全に脅威を与える利⽤



地⽅⾃治体のオープンデータライセンス
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ライセンス適用状況

クリエイティブ・コモンズ 表⽰ 2.1 ⽇本 (CC BY 2.1 JP)

クリエイティブ・コモンズ 表⽰ 4.0 国際

クリエイティブ・コモンズ 表⽰ 3.0 ⾮移植 (CC BY 3.0)

クリエイティブ・コモンズ 表⽰ ライセンス バージョン不明

政府標準利⽤規約

Webサイトに情報無し

独⾃ライセンス

BODIK調べ（2015/10/22）
http://www.bodik.jp/opendata/

⺟数:173



地⽅⾃治体取組事例
特徴的な取組を⾏っている⾃治体
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鯖江市
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http://www.city.sabae.fukui.jp/page
view.html?id=11552

http://data.city.sabae.lg.jp/

3年前からオープンデータに取組んでいる
株式会社Jig.jpの取組もあり、
オープンデータのトップランナー



福井市
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http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/tokei/ope
ndata/opengov.html

⼤胆な戦略
ホームページ全体をオープンデータに︕



横浜市
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http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisak
u/opendata/catalog.html

http://yokohama.localgood.jp/

かなざわ育なび
http://kirakana.city.yokohama.lg.jp/

総合⼒で⼀歩リード︕
⾦沢区の「育なび」は成功事例



千葉市
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http://chibarepo.force.com/

https://www.city.chiba.jp/somu/joho
/kaikaku/chibadataportal‐top.html

公開されているデータ・セットの数は多い
ちばレポは⾯⽩い取組



静岡市

26http://www.city.shizuoka.jp/186_000001.html

今⼀番勢いのある⾃治体
トヨタIT開発センターとのハッカソンでは、
道路通⾏規制情報のリアルタイムデータを提供



北九州市
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http://www.city.kitakyushu.lg.jp/shisei/15300039.html

データが追加されるスピードが早い、今後に期待︕



久留⽶市
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https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080s
hisei/2056opendata/

研究会を⽴ち上げるなど、利活⽤の促進にも積極的



福岡市
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http://www.open‐governmentdata.org/

CKANを利⽤したデータカタログサイトや、
メールのデータを⾃動でCSVに変換して公開するなど、
先進的な取組を⾏っている。
九州の⾃治体を引っ張る存在になってほしい。



静岡県、福井県
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福井県
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei
‐jouhou/opendata/

静岡県
http://open‐data.pref.shizuoka.jp/

県内の⾃治体のデータを同じフォーマットで公開する取組を⾏っている



オープンデータ取組状況

31http://www.bodik.jp/opendata/

地⽅⾃治体のオープンデータ取組状況を地図にマップ



オープンデータ活⽤事例（国内）
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カーリル
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http://calil.jp/
検索数を集める事で、広告だけでなく、
検索データを元に、出版社に絶版本の再出版のコンサルを⾏っている



ウェルモ
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http://www.welmo.co.jp/



5374.jp
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Code for Kanazawaが作ったアプリで、今いる場所のゴミ捨て
の情報がすぐにわかるようになっている。シンプルで使いやすいた
め、いろいろな地域で利⽤されている。



Where Does My Money Go?
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http://spending.jp/

世帯構成と年収を⼊⼒することで、
⾃分が払った税⾦が1⽇あたりどう使われているか知
ることができる。



AED SOS
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http://aedsos.strikingly.com/



EvaCva
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http://evacva.net/



BODIKとは︖

40



BODIK
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福岡市・福岡アジア都市研究所（URC)・九州先端科学技術研究所（ISIT)は、ビックデータとオープ
ンデータに関する研究会であるビッグデータ＆オープンデータ研究会in九州(BODIK)を設⽴しまし
た。 本研究会では、以下の5つをミッションとして活動しています。

１

2

3

4

5

九州地域のビッグデータ、オープンデータに精通したエンジニアや、
データサイエンティストなどの⼈材育成

九州地域のIT企業、ユーザー企業へのビッグデータ、オープンデータ
の最新技術情報や事例紹介等の情報提供による地域経済の活
性化

九州地域の地⽅⾃治体が保有するデータのオープン化を促進し、
公共サービスの向上、効率化に貢献

ビッグデータ、オープンデータに関連した国のプロジェクトやビジネスに
繋がるための基盤となる⼈的ネットワークの構築

ビックデータ（オープンデータ）にワンストップサービスでアクセスでき
るWebサイトの構築



BODIK Webサイト
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http://www.bodik.jp/

イベント情報の提供、お知らせなど



データ・セット紹介
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オープンデータに興味を持ってもらうために、各⾃治体の特徴的なデータ・セットを定期的に紹介

http://www.bodik.jp/dataset/



データカタログサイトの共同利⽤

44Wordpress CKAN

2つのプランを提供
① 福岡市CKANの共同利⽤（有償）

福岡市が構築したCKANと同様の仕組みを福岡市内のIT企業が提供する
政令指定都市レベルでの連携を検討

② BODIK ODCS（無償）
ISITでWordpressとCKANを⽤いたテンプレートを無償提供しオープンデータの取組を推進する
今年度はテスト運⽤、来年度から本格的に運⽤開始予定




